
ナルク箕面５月度 運営委員会 議事録 

                    5月 20日作成 

 

日時・出席者 

・令和３年５月１４日１３時３０分～１５：３０   

・幹部会（4役とブロック長）稲井、原、内、筑前、中村、山里、谷口、 

・場所：木戸が池緑地（コロナ緊急事態宣言により、市民活動センター閉鎖のため） 

   幹部会での審議議題及び事前にメールによる運営委員会議題の審議結果を含めて議事録 

   とした。 

審議事項 

１）６月１７日の総会の実施について昨年に続き今年も中止とし書面表決とする事 

 が賛成多数で承認された。 

    ２）令和 3年度総会資料について賛成多数で承認された。 

      

   ３）令和３年度役員人事（案）について 

         ・総会議案書第３号議案により確認。筑前委員（会計担当）の後任には原副代表の 

      兼務とすることが承認された。 

     ・代表・事務局長・副代表については、書面表決後の運営委員会で選出を行う。 

 

   ４）その他審議事項＆確認事項 

 イ）女子ゴルフ同好会承認の件 

    ・年に一回程度、男性にも声がけするコンペの開催を希望するとする男性側の 

   希望を付帯として承認 

 ロ）クリーンウオーク等の預託点数の件（街中、ご近所、滝道清掃） 

  ・世話役：預託点数１点（新設・確認）、参加者：奉仕点数１点（従来通り） 

 ハ）7月 25日の「ナルク説明会」について 

   コロナワクチン接種やコロナ禍の状況からみて説明会を延期する意見が多く 

   10月に再延期する事となった。日時等は会場の事もあり今後決める。 

 ニ）ゆっくりハイキングの中の“森林セラピー”講師料（1回 2,000円）について 

   ・従来「森の時間」の代表岩崎さんに講師を依頼していた。 

   ・今度岩崎さんがナルクに入会した 

   ・稲井代表は「森の時間」との約束だから講師料は今後も支給する 

   ・これに対し事務局長は会員への講師料は支給しない事になっている 

   ・岩崎さんは個人として入会し会員となった現在、支給するのはおかしい 

    と主張した。 

    幹部会での結果５：２で支給する事が承認された。 
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